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前年度の総合評価
（評価が変わった場合はその理由）
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適切である

総　合　評　価

 

受益者が偏っていないか
適切な費用負担を求めて
いるか

若年層の政治離れや投票率低下が課題となっているが、子どものうちから政
治参加意識を高めていくために主権者教育を推進し、若年層の投票率向上
につなげていく。
また、啓発活動の一翼を担っている「明るい選挙啓発ポスター」の募集につ
いては、応募点数の増加に向けて町校長会などを通じて周知を図っていく。

公平性

総務課

選挙管理委員会事務局

達成度

効率性 適切である

町が行う必要があるか
国・県・民間・住民と役割
分担できないか

現状維持

委員報酬は、条例で定められている。
有権者を対象とした啓発活動は、報道機関を活用するなど、広く周知してい
る。

投開票日前後の事務については、最小限の職員で従事しており、これ以上
の効率化を図ることには限界がある。
主権者教育は、将来有権者となる児童・生徒に対して、政治参加へのきっか
けとなるよう効果的に実施していきたい。
将来を担う小中学生及び高校生の選挙に対する関心を高めるため、「明るい
選挙啓発ポスター」の募集を継続的に行っている。　令和３年度は若干目標
を下回ったが、前年度までは増加傾向にあり、引き続き、明るい選挙推進運
動の一環として主権者教育とあわせて取組みを強化していきたい。

評　　価
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目標値以下
である

説　　　　　　明

選挙管理委員会の設置は、地方自治法第181条の規定により義務付けられ
ており、法令に基づき各種選挙を執行する。また、投票率向上のため、啓発
活動は必要不可欠である。
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指標の算出方法事業の活動成果

（事業の実施によりどのよう
な状態にしたいか）

指標名 単位

人

令和４年度令和３年度令和２年度

40

3555

137.5%

40

根拠法令等の名称

40

事業区分 単年度予算 運営方法 直　営

地方自治法、公職選挙法、明るい選挙推進協議会規約

事業の開始・終了

担当係名
02-04-01-05-01、02-04-02-10-01、02-04-03-72-01、02-04-04-74-01

目　標

啓発ポスター応募期待数

事業の目的
　（誰に対して）
　（何のために）
　（何を行うか）

87.5%

選挙管理委員会は、委員４人（補充員４人）で構成され、町長、町議会議員選挙をはじめ、国・県か
ら委託を受けて国会議員や県知事等の選挙に関する事務を適正に行う。
また、町民の政治参加意識を高めるため、明るい選挙推進活動を通じ、選挙の啓発を行うととも
に、将来を担う子どもたちに対する意識の醸成を図るため、主権者教育を実施する。

（予算書コード）

事務事業名 選挙事務
担当課名

（事業に始期又は終期がある場合に記入）


